
学校の適正規模についての国の法令等の規定 

 

（１）学校教育法施行規則   

（学級数） 

第四十一条  小学校の学級数は、十二学級以上十八学級以下を標準とする。ただ 

し、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りで 

ない。 

（準用規定） 

第七十九条  第四十一条から第四十九条まで、第五十条第二項、第五十四条から 

第六十八条までの規定は、中学校に準用する。（以下、略） 

  

（２）義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令  

  （適正な学校規模の条件） 

第四条  法第三条第一項第四号の適正な規模の条件は、次に掲げるものとする。  

一  学級数が、小学校及び中学校にあつてはおおむね十二学級から十八学級ま 

で、義務教育学校にあつてはおおむね十八学級から二十七学級までである

こと。  

二  通学距離が、小学校にあつてはおおむね四キロメートル以内、中学校及び

義務教育学校にあつてはおおむね六キロメートル以内であること。  

２  五学級以下の学級数の小学校若しくは中学校又は八学級以下の学級数の 

義務教育学校と前項第一号に規定する学級数の学校とを統合する場合に 

おいては、同号中「十八学級まで」とあるのは「二十四学級まで」と、「二 

十七学級」とあるのは「三十六学級」とする。  

    ３  統合後の学校の学級数又は通学距離が第一項第一号又は第二号に掲げる 

条件に適合しない場合においても、文部科学大臣が教育効果、交通の便そ 

の他の事情を考慮して適当と認めるときは、当該学級数又は通学距離は、 

同項第一号又は第二号に掲げる条件に適合するものとみなす。  

      

（３）旧文部省作成資料「これからの学校施設づくり」（昭和 59年） 

  12～24学級を、教育課題が生じる可能性が少ない適正な学校規模をしてお

り、5学級以下については学校の統合を、31学級以上については学校の分離

を促進するものとする。 
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